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第一級海上特殊無線技士鼠験問題
（注）、鱈Vまる答えとして正しいと\UM9rしたものを－つだＩﾌﾞ選叺答案用紙の管V醐
鰄鯛｝…噸－ こ正し<８８入（マーク）すること。

法 規
〔1〕

次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義
である｡[二．内に入れるべき字句を下の番号から週､

「無線局jとは無線設備及び[二コの総体をい
う。ただし､受信のみを目的とするものを含まなし＄

〔4〕総務大臣は、無線局の発射する電波の質>ｳﾐ総務省令
で定めるものに適合していないと認めるとき、その無
線局についてとることがある措悩fは、次のど]1"Oも
１.免許を取りi齢jも
２.空中線の撤去を命ずろ。
ａｌｌＨ時に電波の発射の停止を命ずる゜
４．周波数又は空中線電力の指定を変更する。
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〔2〕

次の記述は､送信設備に使用す-る電波の質について
述ぺたものである。電波法の規定に照らし、
[二．内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

〔5〕

免許人が電波法放送法若しくはこれらの法律に基
づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき、電
波法の規定により、総務大臣が当該無線局に対して行
うことがある処分は、次のど’1"ｳもｌ送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び､風

[．等電波の質は､総務省令で定めるところに適
合するものでなけｵuヱならなし＄」
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〔3〕
第一級海上特殊無線技士の資格を有､する者が､船

舶に施設する空中線電力５０ワット以下の無線電話
及びデジタル適択呼出濁圏で２５，０１０キロヘルツ
以上の周波数の電波を使用するものについて行うこ
とができる操作I±次のどれ力も

１．織蜴の当該無線設備の通信操作(国際電気通
信業務の通信のための通信操作を除く｡）
2．船舶局の当該無線設備の操作
3．航空局の当該無線設備の国内通信のための通信
操作

〔6〕無線業務日誌の保存期間は､使用を終わった日から
何年間力｛正しいものを次のうちから選べ
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4．船舶地球局の当該無線設備の技術操作
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〔１００２，１８２ｋＨｚの周波数の電波が使用できるのは、次のどの場合力も

〔7〕

無線局を運用する場合において､電波法の規定に
より、空中線電力は、i趨鎧ii僧を行う場合を除き、
次のどれによらなければならない力も

１．無線局免許申請欝に記載したもの
2.通信の相手方となる無線局が要り１tするもの
3．免詐伏に:己載されたものの範囲内で通信を行う
ため必要最小のもの

１.適騒通信を行う場合

２．電波の規正に関する通信を行う場合
3.出入港に関する通報の送信を行う場合
4.癖i範i債を行う場合

４.免許状に記較されたものの範囲内で通信を行う
ため必要最大のもの

〔8〕
無線局は､無線機器の試験又は寵整のため電波の

発射を必要とするときは､電波を発射する前にどう
しなければならない力｛正しいものを次のうちから選べ

〔11〕無線局に備え付けておかなければならない時計Hよ
その時刻をどのように照合しておかなければならない
力｛正しいものを次のうちから選診、

１.毎週１回以上中央標麹時Fに照合する。
２.毎月１回以上協定世界時に照合する。
３.毎日１回以上中央標率時又IdMii定世界時に照合す
る。

１．発射しようとする電波の空中線電力が最も適
当な値となるように送信機の出力を調整しなけ
ればならな【,Ｌ

２・自局の発射しようとする電波の周波数及びその
他必要と認める周波数によって聴守し､他の無線
局の通信に混信を与えないことを確かめなけれ
ばならなし＄ 4．運用開始前に中央標１F塒又は協定世界時に照合す

る。

３.発射しようとする電波の周波数をあらかじめ測
定しなけｵ叫憩ならなし％

4．自局の発射しようとする電波の周波数に騨接
する周波数において他の無線局が重要な通信を
行っていないことを確かめなければならない。

〔9〕
無線電話通信において､呼出しに使用した電波と
同一の電波により通報を送信する場合､順次送信す
る事項のうち省略することができるのl土次のどれ
力も

〔12〕
次の記述I土遭難の呼出し及び通報について述ぺた
ものである。国際電気通信連合ﾂ醗章の規定Iこ照らし、
[二．内に入れるぺき字句を下の番号から選べ

「無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、
□、絶対的優先順位において受信し､同様にこ
の通報に応答し、及び直ちに必要な措置をとる義務を
負う｡」

１．相手局の呼出名称

２．（、相手局の呼出d2i称
②こちらは

３．（１）こちらは

②自局の呼出名称

4．（、相手局の､細名称

②こちらは

③自局の呼仕賭称
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いずW1から発せられたかを問わず
自国の領海で発せられた場合には
公海で発せられた場合には

自国の領海及び公海で発せられた場合には
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平成２０年１０月期

第－級海上特殊無線技士 ｢法規｣合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答

問題 正答

〔１〕 ２

〔２〕 １

〔３〕 １

〔４〕 ３

〔５〕 ４

〔６〕 ３

〔７〕 ３

〔８〕 ２

〔９〕 ４

〔10〕 １

〔11〕 ３

〔12〕 １
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